
令和６年度 第５回 子ども・子育て会議

１．日 時 令和７年１月２８日（火）午後１時３０分から

２．場 所 熊取ふれあいセンター １階 健康づくり室

３．案 件

（１）パブリックコメントの結果と対応について

（２）熊取町こども計画 最終案について

（３）その他



◎意見聴取の概要

◎留意事項
〇内容が類似するご意見については、同じ欄に記載し、町の考え方も集約して記載しています。

①計画（案）に関するご意見、ご提案

№ 意見数

1 1

2 1

3 2

―　パブリックコメント　―

「熊取町こども計画」に対するご意見と町の考え方

計画名 「熊取町こども計画」

内　容

「熊取町こども計画（案）」に対するご意見をお聞きします。

※「熊取町こども計画」は、子ども・子育て支援に向けた取り組みを効果的かつ総合的に推進するため
「第３期子ども・子育て支援計画」を核に、こどもの貧困や若者支援に関わる計画も包含する計画です。

策定予定時期：令和７年３月予定

計画期間：令和７年度～令和１１年度

期　間 令和６年１２月１３日（金）～令和６年１２月２７日（金）

ご意見の概要 町の考え方

P73　No41「子どもの権利月間において啓発活
動を行う。」となっていますが、今までも啓発はし
ていただいていますが、アンケート結果をみた
ら、子どもの権利についてまだまだ周知できてい
ない現状があります。啓発だけではなく、子ども
の権利について家族で考えたり、子どもや青年
達が権利について考えたり主張したりして、子ど
も達の声を聴く取り組みが必要かと思います。
「子どもの権利月間等における取り組みを拡充
する」にしてはいかがでしょうか？

令和６年度の子どもの権利月間の取り組みとして、くまとり
元気こどもまつりにおいて、子ども、家族向けのワークショッ
プを開催しました。
啓発イベントとしては、このような親子が多く集まる既存の
事業等を通じて行うことが経費面も含め合理的かつ効果的
であると考えます。
また、「子どもの権利に関する条例」のリーフレットを作成す
るなど、より多くの方に理解を深めていただく取り組みを
行っていますが、ご指摘のアンケート等の結果を鑑み、小・
中学校向けに配布しているリーフレットについて授業等でさ
らに活用されるよう、内容の見直しや働きかけなどといった
創意工夫も必要と考えます。
以上のことを踏まえ、「子どもの権利月間において啓発活動
を行う。」を「子どもの権利月間等における啓発活動や取組
内容の充実を図る。」に修正します。
（施策No.41）

P94　No186「こどもから高齢者までが安全で安
心して憩える公園づくりを目指す」となっていま
すが、公園におけるインクルーシブの観点も必
要かと思います。「こどもから高齢者までが安心
して憩える公園づくりやインクルーシブ遊具の導
入を目指す。」にしてはいかがでしょうか？

施策No186については、元々、インクルーシブの観点を包含
したうえで、「こどもから高齢者まで」と表記をしていました
が、ご指摘を踏まえ、取組みをより明確にするため、「遊具
の設置や更新の際には、インクルーシブな視点も取り入れ
るなど、地域の実情に応じて、だれもが安全で安心して憩え
る公園づくりを目指す。」に修正します。
（施策No.186）

学童保育所の施設整備をお願いいたします。
おおむね４０人以下の実現と職員の処遇改善
による人手不足解消をお願いいたします。

学童保育所の１クラブ（支援の単位）を構成する児童
の数が、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例」に定める「おおむね４０人
以下」となるよう、施設整備や実施場所の確保に取り
組むことで、クラブの増設等に努めてまいります。
放課後児童支援員のなり手不足は全国的な問題となっ
ています。本町では国が実施する放課後児童支援員の
処遇改善を適用しておりますが、さらなる改善を実施
できるよう、国や府に対して財政的支援を要望してま
いります。
※ご意見として承り、今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。
（施策No.129、130）

資料　１

　  町では、「熊取町こども計画」を策定中です。今回、案に対して皆様からいただいた意見の概要と町の考え方を次のとおり公
表します。



4 1

5 1

6 1

7 1

学童保育所の適切な施設及び運営指針に基づ
く適正人数保育をお願いします。

学童保育所の１クラブ（支援の単位）を構成する児童
の数が、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例」に定める「おおむね４０人
以下」となるよう、施設整備や実施場所の確保に取り
組むことで、クラブの増設等に努めてまいります。
※ご意見として承り、今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。
（施策No.130）

学童保育所における概ね４０人以下の実現、
職員の処遇改善による人手不足の解消をよろ
しくお願いいたします。

学童保育所の１クラブ（支援の単位）を構成する児童
の数が、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例」に定める「おおむね４０人
以下」となるよう、施設整備や実施場所の確保に取り
組むことで、クラブの増設等に努めてまいります。
放課後児童支援員のなり手不足は全国的な問題となっ
ています。本町では国が実施する放課後児童支援員の
処遇改善を適用しておりますが、さらなる改善を実施
できるよう、国や府に対して財政的支援を要望してま
いります。
※ご意見として承り、今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。
（施策No.129、130）

熊取町の学童も入所児童がいっぱいで待機児
童や別の学童に行くお子さんの話を聞きま
す。お子さんにとっては不安なことで、学童
を辞めてしまったとも聞きました。
熊取には６年生まで預かってくれる学童があ
るから引っ越してこられたという方もいま
す。学童のおかげで保護者さんは安心して働
けるはずです。子どもの数は減っています
が、働く親は増えています。学童に通うべき
子が通えるように施設の見直しなどして頂き
たいです。６年生まで預かっている学童は他
にはあまり聞かないので働く保護者さんには
ありがたいと思います。

入所申込みが施設の受入許容人数を超過した小学校区
では、臨時対応として超過した児童を空きのある他の
小学校区の学童保育所等でお預かりするなど、可能な
限り全児童の受入対応に努めているところです。
ご意見を踏まえて、安全・安心な学童保育サービスが
提供できるよう施設整備等に努めてまいります。
※ご意見として承り、今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。
（施策No.129、130）

学童保育所の人材不足が深刻です。熊取町と
して人材派遣などを検討してください。待機
児童をなくすために施設をつくる事も重要で
すが、人がいなければ保育の質を高めるどこ
ろか維持することも難しいです。

放課後児童支援員のなり手不足は全国的に深刻な問題
となっており、本町においても指定管理者が人材派遣
会社や人材紹介会社を活用しているものの、人材確保
には苦慮しているところです。
安全・安心な学童保育サービスを安定して供給するた
め、指定管理者とともに人材確保策に取り組んでいく
とともに、放課後児童支援員の処遇のさらなる改善を
実施できるよう、国や府に対して財政的支援を要望し
てまいります。
※ご意見として承り、今後の施策推進の参考とさせて
いただきます。
（施策No.129）











































































































































































































































































































































































































































































































































資料３

所　　　属　　　等 氏　　　名 備考

自治会連合会　会長 小西　楠一

熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 中谷　省吾

熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡協議会 江藤　佐友里

就学前児童の保護者（公募委員） 折笠　知佳

就学前児童の保護者（公募委員） 中塚　香織

若者（公募委員） 大幸　虎太郎

若者（公募委員） 平田　柊哉

町立保育所　代表 赤坂　佐和子

熊取町民間保育園・こども園協議会（民間保育園代表） 野中　泉

熊取町民間保育園・こども園協議会（認定こども園代表） 小浪　利夫

熊取みどり幼稚園　主事 池浦　祐介

NPO　熊取こどもとおとなのネットワーク　理事長 髙橋　淳 　

NPO法人　くまとり子育ちWA・輪・和　理事長 出口　儉二

特定非営利活動法人　地域支援センターくまとりロンド　理事長 大谷　悟

NPO法人　ホームビジット・とんとん　理事長 坂本　百合

泉佐野泉南医師会（熊取担当） 桑原　秀樹

熊取町人権協会　会長 勘六野　朗

熊取町社会福祉協議会　会長 前田　美穗子

熊取町民生委員児童委員協議会　主任児童委員長 棚村　千鶴

熊取町青少年指導員連絡協議会　会長 梅田　康雄

熊取文庫連絡協議会 寺島　宜重

熊取町スポーツ少年団　本部長 北本　雅朗

大阪観光大学　理事長 山本　健慈 会長

和歌山信愛大学  教育学部  子ども教育学科  教授 森下　順子 副会長

　

子ども・子育て会議委員名簿

令和７年１月２４日現在

学識経験者
（３号委員）

住民代表
（１号委員）

保育・教育・福祉関係者
（２号委員）



資料 ４

子ども・子育て会議規則

（趣旨）

第１条 この規則は、附属機関条例（平成 25 年条例第１号）第２条の規定に基づき、子ど

も・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について処理する。

（１）子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65号）第 72 条第１項各号に規定する事項

（２）前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関する重要事項その他

町長が必要と認める事項

（組織）

第３条 子ども・子育て会議は、委員 25 名以内で組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

（１）住民代表

（２）保育・教育・福祉関係者

（３）学識経験者

（４）前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者

（任期）

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

３ 会長は、議事その他の会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第６条 子ども・子育て会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

２ 子ども・子育て会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決

するところによる。

（部会の設置）

第７条 特別な事項を調査審議するため、会長が必要と認めるときは、子ども・子育て会

議に部会を置くことができる。



２ 部会は、子ども・子育て会議の委員の中から、会長が指名する委員で組織する。

３ 前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、「子ども・子育て会議」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」となるのは「副部

会長」と読み替えるものとする。

４ 部会長は、部会における審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告しなければ

ならない。

（意見の聴取等）

第８条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。

（庶務）

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において行う。

（委任）

第 10 条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、

会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成 25年 10 月１日から施行する。

（次世代育成支援対策協議会規則の廃止）

２ 次世代育成支援対策協議会規則（平成 25 年規則第 20号）は、廃止する。

附 則（令和 5年 3月 28 日規則第 5号）

この規則は、令和 5年 4月１日から施行する。
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特定教育・保育施設の利用定員の設定等について 

 
本町の教育・保育施設において、令和７年度（４月）からの利用定員設定について、子ども・

子育て支援法第３１条第１項及び第２項の規定に基づき、合議制の機関（本町においては「子

ども・子育て会議」）において意見聴取を行う必要があるため、委員の皆様のご意見を伺うもの

です。 
 
１．対象施設 
【西保育園】　 
認定こども園への移行に伴う利用定員（１号認定）の新規設定　　 

 
２．施設の情報（変更後反映） 

 
 
３．認定こども園への移行に伴う効果 
　　（1）小学校入学までの、教育・保育が一体的に受けられる。 
（2）保護者の就労状況によって施設を変えることなく、こどもの保育環境を維持できる。 

 
 

 
認 定 区 分

利用定員
増減理由

 R6年度 R7年度 増減

 
１ 号 認 定 － １２人 １２人

幼保連携型認定こども園への移

行に伴う新規定員の設定

 
２・３号認定 １５０人 １５０人 増減なし －

 名 称 学校法人誠優学園　西保育園

 運 営 形 態 幼保連携型認定こども園

 施 設 所 在 地 熊取町大久保南１丁目１５７３

 

利 用 定 員

１号認定
３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

 ６人 ３人 ３人 １２人

 
２号認定

３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

 ２５人 ２５人 ２５人 ７５人

 
３号認定

０歳児 １歳児 ２歳児 合計

 ２５人 ２５人 ２５人 ７５人

 
移 行 時 期 令和７年４月１日

令 和 ７ 年 １ 月 ２ ８ 日 
子ども・子育て会議資料
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４．計画値との関連 
現在策定中の「熊取町こども計画（子ども・子育て支援事業計画を包含）」における、令和７年度

の必要量の見込に対して、今回の定員設定を反映した１号認定の確保内容は以下のとおりとなり、

計画上の量の見込みを上回っています。 
 

 
※令和７年度の利用定員については、令和６年度の町内の各教育・保育施設における１号認定の

利用定員の合計に、西保育園が予定する利用定員 12人を追加したものです。 
今後、他の施設から変更の届出があった場合は、数値が変更となる場合があります。 

　

 

認 定 区 分

利用定員 計画値（令和 7年度） 計画値に対す

る利用定員の

状況 
（A－B）

 
令和 6年度 令和 7年度

(A) 確保内容 量の見込み(B)

 
１ 号 認 定 ３７５人 ３８７人 ３０１人 ３０１人 ８６人


